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企業組織の境界
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1． 問題の所在

周知のように，バーナードは，顧客ないし消

費者を，企業組織の不可欠の貢献者—従業員

と同等の意義をもつ参加者として規定し， しか

も，そのことを，かれの提示した新たな組織概

念からの必然的系論として主張した1)。 さら

に，バーナード理論の自他ともに許す継承•発

展者であるサイモンは，顧客を企業家・従業員

とならぶ基本的参加者として確認しただけでな

く，以上 3者を組織一般に通有する参加者類型

を代表するものとして特徴づけた2)。 このよう

にして定着した顧客包摂ないし内在化の思考

は，近代組織理論のその後の発展・比重増大を

媒介として，経営学全体の流れを顕著に色づけ

ることになった。

第 1に顧客包摂思考は，マーケティング重視

ないし中心主義的な企業行動の優越， という歴

史的大勢に適合的であり，また，急速に流動す

る社会のなかでたえず創造的に適応する革新

的企業の理念に，有効な基礎づけを与えるもの

と評価される。他方，バーナードの理論は，現

段階の経営学の発展方向を指標する科学的方法

一ーシステム論的方法の最初の導入とみなされ

ているのであるが，以上 2つの評価が重合する

ことでますます評価が高められる際の環となっ

ているが，この顧客包摂思考なのである。

ところで，顧客を (1)企業行動を強く規定す

る要因として重視・強調することと，（2)企業

という組織に内在する構成要素だと定義するこ

と， とは，本来，おなじではないはずである。

顧客や取引先は，常識的には企業外部の存在で

あり，もしこれらを企業に含めると，企業は自

身と相互作用すべき環境の大半を失なってしま

いはせぬか， という疑問が生じる。企業が閉鎖

的でなく開放的なシステムであることは当然と

しても， これではあんまりオープンすぎて，シ

ステムと環境との境界が不鮮明である。境界不

鮮明のままでは，システム（たる企業）とその

環境との相互作用＿これこそ企業行動なのだ

が＿を解明しようがない。この点は，バーナ

ード・サイモン理論に関説する誰もが直ちに気

づき，なんらかの解決や処理を要求される難問

である。

バーナード ・サイモン理論に基本的に，ない

しかなり大きく依拠する人々は，企業行動への

適用にあたって，この予盾に一旦は言及しつつ

も，凍結3) ないし応急的・部分的処理4) でしの

ぐ。

顧客包摂構想を明確に拒否するのは，ボー）レ

ディングおよび＝ツィオー＝に依拠する渡瀬浩

氏である。5) ＝ツィオー＝においては，「参加の
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3つの次元すなわち関与 (involvement)遂行

義務 (performanceobligation)，従属 (com-

pliance)うち，少なくともどれかひとつに強い

参加をしているもの」G) にかぎって組織参加者

とよび，企業における顧客はこれら 3つの次元

すべてについて参加の度合が弱いものとして，

組織の境界外におかれる。

おなじく顧客をアウトサイダーとみる高田馨

氏によれば，組織の成員を限定し，境界を設定

する際の基準は組織の目的である。「ところが

一般組織論（バーナードの紐織概念およびそれ

に直接関連した枠組を指す……筆者）では組織

体に目的を内在させてはいるが，‘‘人間を抜き

去る”ことによって各種の‘‘協働体系’'におけ

る目的の特殊具体性を意識的に拾象してしまっ

ている。…したがって具体的最終結論はえられ

るはずがない。」 したがって組織体の境界は，

その特殊具体的な目的のタイプに即して，その

つど設定されるほかはない。そこで，「……企業

という組織体については，私見では基本的生産

要素たる資本と労働の主体の共通目的（経営成

果）を企業の境界設定基準とみる。」”

こうして高田氏はバーナードの顧客包摂構想

を排するわけであるが，他方，おなじバーナー

ドの意思決定論に関説しつつ， 目的そのものが

組織の環境の一部であると論じ，全体論旨の一

貫性の点で不透明な部分を残す。8) 高田氏にお

いては，組織行動の「主体」の概念が，ちょう

どバーナードの「組織」の概念のように大いに

伸縮的なのである。

いうまでもなく筆者はバーナードの顧客包摂

構想を拒否する立場をとる。しかるに，この構

想は，バーナード・サイモン理論の体系の核心

に近く位置する 。それを拒否することは，かれ

らの理論体系全体の拒否，少なくとも大巾修正

第 37巻第1~6号

＝編成替を必至とするであろう。本稿は，その

ような編成替作業の一部として，バーナードが

提示している顧客包摂構想の論拠それ自体の検

討によって，構想拒否の論拠を探索しようとす

るものである 。9)

1) 「私が‘経営者の役割’を書いているうちに到

達した組織の概念は，時間的継続性をもった活動

および対人行勁 (interaction)の有機的総計とい

うのである。こうして私は，なんらかの明示的な

目標に関連してその行動が調整されている一定の

人々の集団から成るもの，という組織概念を却け

た。逆に，私は，組織のなかに，投資家，供給業

者，顧客ないし外来客 (client)の活動を包摂し

た。 ..・・・・」

Barnard, C, I. : Organization and Manage-

ment., 1948. Harvard U.P. p. 112. 

2) Simon, H.: Administrative Behavior. 2nd 

ed. 1957. pp, 16~18.松田，高柳， 二村訳 『経

営行勁』 ダイヤモンド社， pp,20~22. 

3) 稲葉元吉「現代の組織理論」（松岡磐木編著

「経営組織』ダイアモンド社第 3福第2章） pp,

96~7. および富永健一「葛藤および葛藤解決の

社会学理論」（富永健一・土屋守章編『企業行動

とコンフリクト」日本経済新聞社，第2章）参

照。 富永氏は組織の概念化においては「バーナー

ド以降の組織理論の考え方に厳密に沿っている」

(p.29)が，「組織成員というのを企業の被雇傭者

(employees)に限るという点で， 通常の経営組

織理論とは異なる考え方をと りたい。顧客は 「組

織化」されてはいないのだから，組織成員とは考

えない。また企業家 (enterpreneuers)または経．．．．．． 
営者 (executives)はこの場合組織そのものと同

ー一視する。」 (p.41傍点原文）そして， 富永氏

は， このような選択的採用の根拠を示していない

のである。

4) 土屋守章「組織理論の一構想」（上）組織科学4

巻 4号とく に pp.63~4.氏は組織の概念化にあ

たって，バーナードよりもやや抽象度を下げて具

体的な個人に近づけ， 「組織のなかで意思決定を

しているという面でのみ抽象した個人までを，組

織の構成要素と考えていく。」このように概念さ

れた組織への加入資格は， 一般的な恋味での顧客

のように，組織の目的達成に対してただひとつの
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機能でのみつなかっていて，組織を維持しようと

いう勁機をもっていない者には与えられない。組

織と多機能的につながり，個人的な目的や動機を

組織の中にもちこんでいることによって組熾維持

の機能をあわせもっている人々にかぎられる。

「…組織維持の動機をもった人々が自主的意思決

定を行なうと見て，このような人々を意思決定主

体と呼び，その人々をもって組織のメンバーと考

えているのである。」氏の構想は，バーナード・

サイモン理論の実態—一ー現に展開されている豊富． 
な内容を最大限に受容しつつ，実態と矛盾する立

前の最小限除去を狙ったもので，きわめてすぐれ

ている。しかし，この構想によれば，純枠に貨金

勁機のみをもつ従業貝も顕客と同様，組徽外にお

かれることになるであろう。また，バーナードに

おいてすでにかなり不鮮明であった組織と管理の

区別が，一層不鮮明となり，事実上，同一視され

ることになりそうである。個々の論点の当否は別

として，要するにバーナード建築は，高度に相互

依存的なので， 1ヶ所に手をつければ，つぎつぎに，

手匝しを要する個所があらわれてくるのである。

5) 渡瀬浩，『経営組織と社会構造』税務経理協

会。 p.16~7. 

6) Etzioni, A. : Comparative Analysis of 

Complex Organizations◆,1961. p. 21. 綿貫譲

治訳『組織の社会学的分析』培風館 p.23. 

7) 高田 馨：「組織と環境」大阪大学経済学，第

21巻 4号， p.13. 

8) 仝上 pp. 19~23. 

9) 筆者は，さきに顧客包摂構想拒否の立場を表

明し，その論拠の一端に言及した。（「バーナード

組織論の再検討」組織科学5巻 1号）本稿は，論

拠のより詳細な展開である。なお，おなじ問題を

王面から取り上げている三戸公「組織の境界につ

いて」 （組織科学6巻 1号）は，実質的には筆者

の立場にきわめてちかいとおもわれるが，本稿で

とりあげる当面の論点にかんしてはむしろ対極的

である。

2.バーナ＿ドの対コープランド反論

バーナードの主著『経営者の役割』をM ・コ

ープランドが， Harvard Business Review 

誌上で書評したとき，かれは，（A)主として

誘因の経済」やリーグーシップの道徳的側面の

解明など，企業組織の動態を分析した部分を，

バーナードの豊富な経験と天賦の親察力との結

合の所産として高く評価した。 (B)他方，バ

ーナードが主力を注ぎ，斬新さを自負している

ところの，すぐれて社会学的な，組織概念の枠

組についてはほとんど評価せず，むしろ (A)

と (B) とが知的葛藤・分裂と混乱をひぎおこ

しており，それがバーナードの著作の欠陥であ

ると指摘した。そうした欠陥の端的なあらわれ

として挙例されたのが，「顧客」であった。バ

ーナードが企業組織に顧客を包摂し，それを対

象とする管理職能の細部にいたるまで従業員と

同一視されている点を，不可解なパズルだと椰

楡したのである 01) 

バーナードは直ちに反論し，コープランドの

論点に即して顧客包摂の根拠を詳細に展開し

た。2)

コープランドのバーナード批判は，その後継

者たちによって，的を射たものでなかったこと

が確認されるようになった。”われわれが，今日

の時点で，コープランド論文を一読すれば，バ

ーナードの提起した組織についての概念的枠組

が「用いるに足るほど単純で，しかも錯綜した

組織過程の作用に連続的な洞察を加えうるほど

に厳密で複雑」1) なものであり， 組織研究への

偉大な貢献であったことに対して， コープラン

ドがほとんど盲目であったことがあきらかであ

る。

にもかかわらず，筆者は，バーナードの反論

それ自体， とりわけ，その前半において提示さ

れた顧客包摂の論拠については，なお検討さる

べきいくつかの論点 是正さるべきいくつか

の難点が残されている， と考える。
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2. 1.財貨交換＝組織

バーナードの対コープランド反論の前半「組

織に対する顧客の関係」はさらに 2つに分れ

る。

I.顧客の購買行為は売手の組織の一部であ

る。

II.暦主一従業員関係のクームで示される誘

因の経済は，売手—買手関係にも同様に適

用可能である。

まず， I. におけるバーナードの主張を要約

しよう 。

「2人ないしそれ以上の個人の行為が協働的

である一一体系的に調整されているとき，その

行為は組織を構成する。」4)

個人の行為が組織の行為になったところで個

人の行為でなくなるわけではない。分析上の観

点からみて，同一の行為が 2重性をもつことに

なるのである。ということは，他方，そのおな

じ行為が同時にいくつもの関連のある組織を構

成する行為となりうる—多重性をもちうると

いう意味をも含んでいる。

このような組織は， もっとも根本的な意味

で，渦流にたとえることができる。渦流の実体

は水であるが，その化学的等の属性は捨象され

ており，相互依存的に渦状の流れを形成してい

る力学的属性のみが抽象されているのである。

(1)個人Aと個人Bとの間の財貨交換ばそ

れ自体，もっとも単純な意味での組織である。

A,Bの行為をそれぞれ a,bとすれば，つぎの

ようにあらわすことができる。

組織 AB=(a+b) 

(2) Aが従業員Cの雇主であるとすれば， A

とCとの間には， AB間交換よりもずっと多数

の協働行為が含まれ， （とりわけC→Aについ

て。A→Cは報酬支払のみでありうる 。）その

第 37巻第1~6号

結果 AC間に持続的・安定的な人間関係

personal relationshipが生じ る。しかし，組

織ACの成立のためには，これらの人間関係の

有無にかかわりなく， AB間と同様 契約関係

（合意にもとづく協働）だけで十分である。

組織 AC=(a叶 Cn)

ただし， nは所与の期間中の aおよび C

の数

(3)組織 ACと個人 B との間に財貨交換が

なされると，事態はつぎのようになる。

組織 AC=an+l+cn+b, 

同時に新組織 (AC)Bが成立する。

組織 (AC)B=〔（an+1+cn)+b』

ただし，「新組織 (AC)Bは一時的なものに

すぎないので，われわれは通常，無視する。」

即ち，新組織の誕生として認知しない。

(4) B もまた従業員 Dの雇主だとすれば，

（組織 BD= (bn + dn)) AB間交換はつぎのよう

にあらわすことができる。

組織 AC= (an+1+C叶 b1)

組織 BD = (bn+1+d叶 a1)

．・.新組織 (AC)(BD) = (an+1+ bn+l +c0+d砂

ただし新組織は多くの理由によって通

常，無視される。

2. 2.顧客＝従業員

n.の論旨は行論の便宜上，対従業員管理臓

能についての『経営者の役割』での記述とあわ

せて表の形にしてみた。

『経営者の役割』（以下主著とよぶ） p.227の

記述によれば，「必要な活動の確保」の職能は，

まず，この表の 1と2に大別される。で， 3以

下は〔2．活動の抽出〕の細分類ということに

なるが，仔細にみれば，［3. モラールの維持J
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職能分類 I
. ------

1. 塙働閃係への誘引 i採用管理

2. 協働行為の抽出 サービス行為の抽出

3. モラールの 維 持ー 態度，公正な処遇，作業条件，誘因，
刺激など（の良好な維持）

| 1 - - - -

i a.物質的 誘 因
貨幣または物財 鹿昂・サービスそのもの
(b.の手段となりうる） （これは顧客の定義に含まれている）

岡品•サービスに付着したステタス・
4. i b. 個人的な非物質的誘 優越，威信，個人的勢力，支配的地位

因 （錯覚にもとづくものでもよい）
ソノボル（一流デパート・専門店から

I 買うばあいなど）

誘！ c. 好ましい物的作業条 店舗の装飾，陳列棚，エアコンディシ
件

I （自明なのであまり意識に上らない） ョニングなど

因 i職人気質，利他主義的奉仕，愛国心， 1 

! d.理想の 恩恵美的 ・宗教的感情，憎悪・報復励機な
買付の商人，いきつけの酒房などに対

1 どの満足
する信義を守ることから得られる満足

体 [__．-------― - -- l 
（社会的品和ともいう） 仝左。この欲求に応ずるために，①セ

系 e. 社会接触上の魅｝JI 人種階級，慣習，地位，道徳，教育， ールスマンの種類・質に注意を払う。
野心などをおなじくする人々との結合 ②顧客の個人的知合をセールスマンに

, 1。異分子との隔離 する。

の！ -------

慣習化された作業方法やマナーを守る＇
f. 慣 胃ことから生じる満足。~ 取引慣習の遵守

維 ，新入りの排除
---

I g. 広い参加の機会 事態の成行きに広く参加しているとい
持 ， う感情をみたす機会。 b,dと関連する。 地元企業の擁護，国産品愛用

;―--

社会関係における人間的なやすらぎの 仝左。（ホテル，バー，オペラ劇場，ょ
I h. 心 的交流状態 感情。群居本能，連帯感，社会的統合 ろず食料品店などでは厳重要な誘因の

感。 ひとつ）
| —— _ _ '— 

5. 抑制体系の維持 強制的状態｛排除::慾戒解雇など 1 好ましくない顧客を未然に排除する。
--- 1 の創出 緊縛••監禁労働なこ ！価格差別，無愛想な接遇，品揃え拒否。

6. 監 督 と 統 j;lJ
，一 課業の設定・実施，人事考課，昇進， 顧客の好ましくない行動を封じる方策。
「 降格，解雇，戦場規律の維持 I ，賦払の方法，万引監視，信用調査など

I I ①好ましくない穎客を排除する
7. 検 査 1 職務評価，適性検査など ②顧客に荊品を有効に利用させる｝方策

-------―-―― i - ---- 1 一 l

8. 教 育・訓 練｛能力向上のための教育訓練
①顧客に商品を有効に利用させる。

協働意思向上のための訓練
②顧客の組織に対する協働心の確保。
使用説明書，広告，消費者講習会など

（従 業 貝）
ー

―

（顧 客）

l広告技術・セールスマンシップの使用

購買行為の抽出

goodwillとよばれる。誘因，販売員
の質，接遇マナー，店舗設備など。

の内容は他項目の内容と重複していて独自性が

ない。 むしろ 3. は 4.~8.の内容の総括であ

り，「活動の抽出］を「モラールの維持」といい

かえることによって，対顧客識能を表わす「グ

ッドウィルの維持」との同一性を強調しようと

したもののようである。〔4．誘因体系の維持〕しこ

ついては，その全細目について対顧客職能が対

従業員職能に対比されている。 5.~8.について

は，実は主著のなかに対従業員職能の記述がな

い。この部分についての「実施方法はすでに誘

因およびオーソリティにかんする諸章において

一般的に論述した」とはいうものの，項目別分

類への明確な手がかりは示されていない。表示

は，「誘因および吋ーソリティにかんする諸章」

での記述を考慮しつつ，直接的には，対顧客職

能から類推して筆者が仮に挿入したものであ
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る。5)

ともかくも表示のように「活動確保」のため

の管理瞭能の全項目を顧客に適用したのち，バ

ーナードはつぎのように総括する。

「このていどの簡潔な議論でも，‘‘組織の実体

をなす個人の活動 personalserviceを確保す

る’'職能についての私の説明を顧客に適用する

のに，ことさらな醗訳はほとんど不要だという

こと，パズルにぶつかっても日常見聞している

明白な，あるいは少なくともありふれた事実に

関連づければとけるのだ， ということを示すに

は十分だろうと確信する。

われわれは， ここでは類推 (analogy)にか

かわっているのではないということに注意して

もらいたい。顧客の取扱いは従業員の取扱いと

似ている，というのではない。私が用いている

組織の定義からすれば， どちらのばあいにも協

働行為の本質は同一 (same)だということ，そ

してそのような行為を抽出するために要する行

動の本質は経験の示すように，同一だという

ことを言っているのである。このことを，私は

ずっと以前から確信していた。従業員とよぼう

と顧客とよぼうと，人間としての本質には変り

はない， といえば通俗的な云い方である。が，

分析するにふさわしい形で提示されないかぎ

り，あまり意味のない一寸した警句という以上

のものではなかろう 。異なっていると考えられ

ていた事物が実は類似していること， おなじ

く，その取扱方法がしばしば異なるものとみな

されていたのが， 実は類似している， という

ことを確定しうるとすれば， それは知的操作

(intellectual control)における偉大な前進

(gain)である。私の定義した組織の概念によ

って，そのような偉大なことが達成されたので

ある。そして，この概念は事実の認識にもとづ

第 37巻第1~6号

いている。」6)

最後にバーナードは，おそらく I• IIに共通

の結語をつぎのようにのべている。

「最大の知的困難はわれわれが経済学や経

営理念のなかで，誘因というものに第一義的な

関心をもつように慣らされていることである。

協働をより根本的に研究すれば，行為の調整の

過程こそが第一義的であって，誘因はその条件，

協働の個人的目的，にすぎないにも拘らず。

くりかえして云う 。この問題についての混乱

は，一般的には，われわれが経済人的に思考

していて， （economically minded)組織 人

的に思考していない (notorganizationally 

minded) ところから生じている。経営行動の

諸問題についてのわれわれの見方は， 不幸に

もあまりにしばしば経済学的な考え方に入り

こんでしまって，社会学的な考え方に欠けてい

る。経済学（および企業の商取引的な面）に

おいては，交換されるもの，行為の物的誘因，

諸誘因間の比率ー一価格のこと＿に重点がお

かれていて協働行為にはおかれていない。この

点を識別することこそ，何よりもまず大切なの

だ。この点は（主著の）第 16章では十分には論

じられていない。われわれが経営行動の理論を

経済学に限定してしまうならば，われわれが現

に行なっていることを十分に理解することはな

いであろう 。もっとも，経済的な側面を考慮外

においたならば，やはり十分な理解ができない

であろうが。」”

1) Copeland, M. : The Job of an Executive, 

Harvard Business Review. 1940. winter. p. 

154. 

2) Barnard, C. : Comments on the Job of the 

Executive, Harvard Business Review 1940. 

spring. 
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3) Andrews, K.: "Introduction to the 30th 

Annivesary Edition" in'The Functions of 

the Executive'. (1968 ed.) pp. xvii~xviii. 

（邦訳序文 pp.25~ 6) 

4) Barnard, C. : Organization and Manage-

ment. 1948. p. 113. 前記2)の論文は，のちに

加筆の上， Conseptsof Organization.と改題さ

れて，この論文集に収録された。以下の引用は本

書による。

5) 主著第 11章，誘因の経済，第 1節の(1)誘因

の方法 (a)~(h)につづいて（2)説得の方法とし

て分類された 3項目と，表示5~8の管理識能と

の関連は，ほぼ下記のごとくであるとおもわれ

る。

a. 強制的状態の創出
＼ 

5．抑制体系の維持

6．監督と統制
b. 機会の合理化---- --

＼＼ ＼＼、7． 検 査

C •動機の教導―- -~----—8．教育・訓練

バーナードのいう説得の方法は組織への貢献者

（潜在的貢献者をふくむ）にとっての誘因の（主観

的）効用を高め，貢献の不効用を低めるために行

なわれる組織-----'►貢献者のすべての働きかけを総

称するものである。それゆえ，上記3項目は，す

べて 5~8だけでなく 4.誘因のうち a.物質的誘

因 c.物的作業条件をのぞく 6項目にも関連をも

っている。

オーソリティにかんする記述のうち， ここでの

問題に直接関連するとおもわれるのは（主著．第

12章）客観的オーソリティ（＝伝達の受容条件）

が通常有効に維持される 3つの理由をのべた部分

である。

(a)慎重に発せられた命令は通常 4つの受容

条件（理解可能，組織目的との両立，個人動機と

の両立，実行可能）を充たしている。充たしえな

いとおもわれるときは，イ）予備教育 口）説得

ハ）誘因追加が行なわれる。

(b)組織貢献者各人には無関心臨が存在し，

その範囲内では命令はそのオーソリティの有無を

意識的に問われることなく受容される。無関心圏

の広狭を規定する要因のひとつは，誘因と貢献

（負担，犠性）のバランスである。したがって組

織の側からいえば，誘因の追加および説得によっ

て拡充しうる。

(C)組織貢献者の個人的利害が無関心園を安

定させるような態度や観念ををつくり出し，組織

のなかに共同体意識が成立する。「この意識の実

行の用具が，上位オーソリティという仮構であ

る。」この仮構は， 組織構成員をして， 組織の利

益に反した貢献者の処罰ー一強制手段の行使ー一

を許容し，むしろ要請せしめる。これらはいずれ

も，前記の誘因および説得の諸方法とむすびつ

き，それらを通じて，活動抽出職能に影響を及ぼ

すものと考えられる。

なお， 6.監督と統制にかぎっては主著 p.223 

に若干の示唆がある。

6) Barnard, C.: Organization and Manage-

ment. p. 124. 

7) ibid: pp, 124~5. 

3.対コープランド反論の検討

3. 1.従業員＝顧客？

便宜上， IIの方から検討する。 〔4．誘因〕か

らはじめる。

(a)物質的誘因の近似性は強い。同一性を

称してもよかろう 。一般に雇用関係は交換関係

の特殊な形態と解されている。

(b)非物質的誘因の近似性は (a) よりも

弱い。顧客が追求しうるものは，商品・サービ

スに付着しうるものに限定される。雇用関係の

ばあいのような（ a) と (b)の相互依存的発

展の動力に欠ける。

(c)物的作業（購買行為）条件およびそれ

以下の項目についての近似性はさらに弱い。誘

因としての強度がおちるので，ほとんど形だけ

の近似にすぎなくなる。 (d)や (g)について

はとくにその感が深い。顧客についての (d)

と (g)の例示は有意の区別とはいい難い。

(h)心的交流状態は「誘因のうちでもっと

も漠として捕捉しがたく」 (e)の「社会的調和

と関連はあるが本質的に異なるもの」とされて

いる。1) バーナードの云わんとする趣旨しままさ

に漠としているが，（ e)のばあいにはおなじ
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仲間意識でも保守的現状維持の心情にもとづく

もの，（h)の方は，バーナードの理想とするよ

うな，協働のなかに自己を実現・向上させよう

とする心情が多少とも醸酵している状態を指す

もののごとくである。＿このように従業員に

ついてすでに大いに識別困難な (h) と (e)

の分化を，顧客について識別することが， どの

程度可能かつ有意味であろうか。

以上，筆者の心証においては，顧客と従業員

の同一性を主張しうる誘因は (a)の み で あ

る。むろん，（ a)だけを論拠としてであって

も，総合判定として，両者の基本的同一性を主

張することが全く不可能なわけではない。つぎ

にすすもう。

5.~8.の各欄についてバーナードがあげた例

示はあまり整然としたものではない。「好ま

しからぬ顧客の排除」というおなじ効果をもつ

峨能が， 5,6, 7の①に分散しており，分散さ

せた根拠はさしあたり推測不能である。 「顧客

による商品・サービスの有効利用の促進」は，

7の②と 8.にまたがっている。このことの意

義・機能は，結局，それを通じて組織に対する

顧客の協働意志を助長することにあるとおもわ

れるが， そのような機能は，〔6.監督と統制〕

に分類されている賦払方法のなかにも含まれて

いるはずである 。さらに， 〔7.検査〕のごとき

は，①顧客排除②顧客誘引という正反対の機

能を包括している。

こういう次第で，筆者としては， 5.~8．各欄

を，バーナードがもともと対従業員瞼能を念頭

において行なった分類であって，顧客について

は本来なじまない一一擬制的な分類だと考えざ

るをえないのである。

戦前期のアメリカ人事管理論の体系は，ーロ

にいえば，当時の人事部門が担当していた諸朦

第 37巻 第 1~6号

能をかなり素朴に反映したものとされている 。2)

その各論の部分の代表的分類を，バーナードの

分類と対照させてみるとつぎのようになる。3)

〔テ ィード・
メトカルフ〕 〔バーナード〕

(3)採 用… •••1．協働関係への誘引

(4) 保健及安全••… •4c 良好な物的作業条件

(5)教

(6)調

育…•••8. 教育・訓練

査……7．検 査

(7)報 酬••… •4a 物質的誘因

(9) 労 使関係…•••一

問題の性質をやや異にする労使関係 を 除 外

し，通常は「生産管理」に包括されている課業

の設定 ・実 施を〔6.監督と統制〕に見立てれ

ば，人事管理論の領域とバーナードの活動確保

職能の領域とは，ほぼ対応しているといってよ

し‘°

そのばあいにも〔5．抑制体系の維持〕がはみ

出す。抑制 (detterent)はバーナードの数ある

独自用語のなかでも使用例がごくかぎられてお

り，かれ自身による語義説明もない。ただ，少

くとも，協働とは正反対の領域に属するであろ

うことはたしかである。さらに推測すれば，労

使関係と同様ないしそれ以上に，人々の協働を

基調とするバーナードの理論体系には根本的に

なじまないもの一ーにもかかわらず，協働を実

態に即して具体的に論ずるさいは現実に無視し

えない要因なので全く排除してしまうことはで．．． 
きず， 管理職能の一部を構成する必要悪として

認めざるをえないもの， といえよう 。 こうし

て，筆者は， この detterentなるものを規

範論的傾向をもつバーナード体系から基本的に

ははみ出した，いわば残余範疇だと解してい

る。

以上，バーナードの所説を逐条審議し，その

つど問題を指摘してきたが，総括的に，どう判
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定すべきか。

協働行為抽出職能 (2~8)における顧客と

従業員の同一性を主張してバーナードはつぎの

ごとく云う―-―。

「従業員を採用することと， その従業員のサ

ービスを獲得することは別々の事柄だ， という

ことは，ほとんど説明を要すまい。それと同様

に，顧客を店にひき入れることと，実際に売る

こととは別々の事柄である 。」4)

筆者は，実は， 1 この一文に，バーナードの従

業員・顧客同一性の主張に含まれている混乱の

露頭をみるのである。

ベーナー ドは上記の一文に先立って 「組織の

実体を構成する個人の活動の確保」の職能をふ

たつの主要部分に分けている。上記ー文は，こ

の2部門分割を顧客に適用したものである。

(1)人を組織との協働関係に誘引すること。

(2) この関係に誘引したのち，活動を引き出

すこと 。5)

おなじ分割基準がのちのマーチ・サイモンの

著作にも用いられている。かれらは従業員の意

思決定な組織における生産決定と組織への参

加決定に分けて論じた。 その行論を一読すれ

ば，この区別が実在の区別を反映するものであ

り，近代組織理論の諸範疇を組織行動にかんす

る実証資料とむすびつけて検討する上に有用な

区別であることが納得されよう 。そのなかで，

マーチ ・サイモンは，従業員を主対象としてそ

の動機づけの諸制約要因を論じたのち，そのな

かで見出された諸関連の消費者等々への拡張適

用を試みているが，そのばあいの適用領域は参

加決定にかぎられており，生産決定については

全くふれていないのである。6)

さて，バーナードの行論を逆にしてみると

ー 顧客を店にひき入れること，と実際に売る

こと，との区別を従業員のばあいに適用する

と，それはバーナドーが前記 (1)人を組織との

協働関係に誘引することをさらに 2分してい

るケースに該当することがわかる。「第 1の部

分に特徴的な事実は，組織がどのような意味か

らいっても組織の外にいる人々に働きかけてい

るということである。このような働きかけは，

新組織の人員を確保したり現存組織の成長のた

めの素材を供給したりするのに必要であるばか

りでなく， 死亡，辞職「背教」，移住，解戦，

破門，追放などによってたえず減少する人員を

補充するためにも必要である。この貢献者の増

員や補充といった要因は，組織への加入を誘引

すべく，組織努力によって，諸誘因を入手可能

なものとして考慮させうるような範囲内に人々

を引きよせることを必要とする。したがってこ

の仕事には 2つの部分がある。

(a)活動を確保しようとする特定努力の及

ぶ範囲内に人々をひき よせること。

(b)人々が近づいてきたとき， 実際にその

努力をすること。

この仕事はともに 1つの組織内のおなじ人々に

よって，あるいはおなじ部門によって担当され

ていることが多いが，それらはあきらかに別個

の要素であり，それぞれについてかなりの程度

に専門化されているのである。」7)

(a)は組織が行なう一般的アピールであり，

(b)はそれによって「組織と接触するように

なった特定の人々を，現実に組織と一体化させ

ようとする努力」であり， 「貢献者確保のより

規則的・日常的な活動である。この活動には，

一般的な面ではすでに述べた説得の方法， 誘因

と刺激の設定，ならびに直接交渉が含まれる。こ

れに必要な方法は無数かつ多種多様である。」8)

つまり，バーナードは， 従業員についての
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(la)と(1b)の区別を顧客については (1)

と(2)の区別に該当するものとして，すりかえ

た一—またはとりちがえたのである。

これは， さしあたり形式的な錯誤である。

が，実質的な錯誤でもありうる。

（イ）売手<—→買手（＝顧客）間の契約ない

し合意は，財貨交換（という協働行為）の終点

である。

（口）雇主←→従業員間の雇用契約は， 両者

の招働行為の出発点である 。

（イ）のなかにも反復・持続的なケースがあ

りうる。アフターサービスが重要な意味をもつ

商品も多い。 貸家や電話サービスのばあいに

ほ，契約は（協働行為の観点からすれば）まさ

に出発点のようにみえる。が，このばあいに

も，サービス受給者の側の貢献行為は契約の際

に基本的に終了しているのであって，サービス

の物理的特性によって，出発点のようにみえる

にすぎない。

（口）にも商品取引と同質の， ただ物理的な

差異にすぎないようなケースがありうる。従業

員が強力な職業別組合のメンバーであるような

ばあい，雇主が抽出しうる活動の内容は質量と

もに確定的で，雇主の権限行使による伸縮の余

地がない。しかし，分析的な意味では，履用契

約はあくまで出発点にすぎない。どちらの側の

貢献も誘因も，基本的には，まだ，充たされて

いないのである゜9)

バーナードの錯誤ー一その直接的な理由づけ

としては，さしあたり，バーナード自身の価値

観ないし経営理念が想起される。すなわち，顧

客志向ー~たんなるマーケティング重視にとど

まらない，消費者への奉仕の思想である。経営

者の社会的責任の自覚，そしてこの思想を広く

伝播したいという強い欲求である。この点は，

第 37巻第1~6号

さきに引用した経済人的思考への強い批判や，

経営者の利瀾動機に対する低い評価10)，そして

「産業組織（＝企業）においては，その目的は

物財ないしサービスの生産である」111 として，

企業組織における営利目的の客観的至上性を否

定し，フォ ードの思想に共感を示していること

など12)，随所にあらわれている。

とはいうものの， これらは，錯誤のいわば心

理的状況証拠，であって，十分な理由づけでは

ありえない。次項において，その論理的必然の

少くとも一端に接近してみよう 。

3.2.財貨交換＝組織？

もともと， 顧客包摂構想の論拠を「活動確

保」瞭能の分類学一ーそれも従業員を主対象と

した分類の顧客への類推適用といった局面で論

証するのは，少々ずれているともいえ よう 。問

題の性質からみて，それ自体として，協働体系

ないし組織の概念そのものに即して論述される

のが筋であろう 。その局面でこそ，構想の当 ・

不当の判断およびその究極的な根拠が明らかに

なるはずである 。したがって，順序が逆になっ

たが， 2.1に要約した方程式論の検討にうつる

ことにしよう 。

さて， 2.1に要約したバーナー ドの論述は，

主著第 6章に展開された組織の定義一ー「2人

以上の人々の意識的に調整された活動や諸力の

体系」ー一の含意を明確化したものであって，

間然するところがない。

問題は， AB,(AC)B, (AC) (BD)のよう

に， 1回かぎりの交換によって形成され，通常

はとりたてて新組織として認知されないような

組織を， 論理的にどう処理するかであ る。 この

点にかんして，われわれは，バーナードの論述

のなかに 2つのレベルを識別することができ
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る13)

゜
(A)そのような組織が，おそらく微生物に

比べてすら，より短命であることにまどわされ

てはならない。なぜなら，

（イ）単純な財貨交換といえども，双方の合

意にもとづく相互依存的な協働行為であり，組

織としての必要十分条件を具えているからであ

る。かつ，

（口）そのような財貨交換の総体こそが， 経

済科学 (economicscience)の主題をなしてい

るからである。また，

（ハ）そのような行為の集合が， 少くともそ

れらの一部が，安定性のある単位組織や複合組

織を形成し，‘‘協働の研究”の主題となっている

からである。

(B)「われわれはある程度まで明らかに必

然的な便宜上，些細な，またはトリビアルな相

互関連を無視し，直接的で安定したシステムな

いし組織を構成しているような相互関連のみを

識別する。…通常，安定した組織には，なんら

かの名称がついているか，つけようとおもえば

すぐつけられる状態にある。ふたつの安定した

組織が協働するばあい，双方の組織に共通の協

働行為とみなすだけにして，新しい拡大された

組織の創造としては扱わない方が便宜である。

この点にかんする例外は， この組織間協働がそ

れ自体安定したシステムとなって，ひとつの複

合組織（主著第 8章）を構成するばあいであ

る。このような複合組織は通常，公式の伝達や

オーソリティのシステムによって特徴づけられ

る°」

コープランドヘの反論という趣旨からして，

ここでの主要な文脈は，あきらかに (A)にあ

る。しかし，その趣旨ないし前提をとり払って

みれば，ここには，あきらかに短命な組織を無

視して持続的・安定的な組織のみを識別する分

析次元の存在が＿むしろそれこそ協働の研究

の主要な次元であることが一一示唆されている

のである。

ふたつのレベルが区別されるについての，

「ある程度まであきらかに必然的な便宜」とは

何であろうか？

ひとつの手がかりは， 前記要約の（2)組織

ACにみられる， ABの間には通常あらわれな

いような人間関係personalrelationshipの持

続性と安定性である。この属性は，組織の本質

ー一一組織を組織たらしめる最少要件一ーには関

係のない，組織外的な不純物である。この不純

物を抱えた組織（いわば組織十a)が通常の意

味における「協働の研究」の主題をなす， とバ

ーナードはいうのである。さらにあえて付加

えれば， 組織そのものと不純物たる personal

relationshlp との相互関連， 依存と対立の問

題こそが，「協働の研究」の実質的な主題をな

す。ー一このことは，バーナードの著作内容全

体についての総合判断として，実は，すでに周

知というべきであろう 。

純潔な組織としてのAB間財貨交換は，実は

「協働の研究」の主題ではない。バーナード自

身が指摘しているように， 「経済科学」の主題

たる財貨交換総体（＝市場システム）の基本的

構成要素である。

なぜ，そうなるのか？ おそらく，究極的に

は，協働行為の具体的内容を規定している「財

貨」の基本的属性ー一稀小性にある。直接的に

は，これまたバーナード自身言及しているよう

に，交換に先行ないし付随する諸条件一ーに含

まれている交渉過程，利害の対立， 目標利益・・・

等々の非協働的不純物が，純潔な協働をたんに

おおいかくすばかりでなく，内部にまで浸透・
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汚染しているからであろう 。

市場システムの原理は，孤立した個人＝財貨

所有者が，自己の効用の極大化を志向して行動

＝交換するということである。協働＝組織の側

面はたしかに実在し，効用極大化行動と共存し

ているのだが，従属的な側面として，通常は捨

象されている 。このような事態が，直接に人間

の本性にもとづくのか，私有財産制度の下での

社会的分業に由来するのか， という問題を別に

すれば，事態そのものの認識について争いはな

ぃ。偶然的または純粋に抽象的なものでなく社

会的に条件づけられたものとしての，したがっ

て社会科学が対象とする財貨交換は，その行為

をみちぴく当事者双方の目的が，主要な側面と

しては対立的であって， 単一 ・共通目的にまで

融合していないものとみなされているのであ

る。

くりかえしていえば，財貨交換は無葛藤的協

働ではない。 いわば「葛藤の準解決 (quasi-

resolution)」＂)であり，一時的中断である。総

藤の不断の大流からきりはなして，準解決その

もの，ただそれだけに視点を集中したとき，そ

の瞬間にのみ，財貨交換は協働＝組織の理念型

としてあらわれる 。 それゆえに， バーナード

は，財貨交換そのものを組織一般の理念型とし

て直載に規定すべきではなかった。いわゆる経

済科学は，その当初から，この瞬間的合意のみ

でなく，より強くその前後の過程を一貫する葛

藤，私的利害の追求とその衝突に焦点をおき，

そのようなものとしての財貨交換を出発点＝

基礎範略としてきたのである 。

筆者は，バーナードが，このようなほとんど

自明の理をみすごすほどにも錯誤におちいっ

た， と主張するつもりはない。2.I末尾に引用

第 37巻第1~6号

したバーナードの主張は，私的利害の意義を否

定も軽視もしないにもかかわらず，あえて，そ

れをしのぐ第一義性を「協働」に付与しようと

する，かれの価値観を露出したものと考える。

バーナードがバレートをもつとも主要な先達

としていたらしいことは，すでに指摘され叫

かれ自身も示唆している 。16) そのバレートは，

「経済科学」の領域を，財貨交換に象徴される

ような，‘‘自己の利益を合理的に追求する”，人

間行動に先験的に限定していた。そして，その

ような経済行動以外の非合理的な残余を対象と

する社会学を経済学とは全く別個に構想した

のである。l"現実の企業組織における人間行動

を分析し，ー一分析するだけでなくよりよき協

働のための方策を得ようと志す者にと って，バ

レートの上記のような恣意的分割をそのまま

の形で遵奉しえないことは明らかである。バー

ナードの顧客包摂構想は，何よりもまず，この

恣意的分割へのアンチテーゼに発した一ーしか

も，持ち合せの素材にたよって，かつ直載に表

現したものというべきであろう 。

ひとたび打出された顧客包摂構想は自立し，

成長する。バーナードは，これを全理論体系に

貫徹しようとし，その結果，数々の予盾（本稿

はその一部を指摘したにすぎない）を媒呈する

ことになった。そればかりではない。純粋経済

科学の基礎範疇の特質をなす，利己的に合理的

な人間行動類型が，本来はそのア ンチテーゼと

して発想された協働＝組織の理論体系全体に浸

透する結果となった―いわゆる「組織均衡」

の理論がそれである。この辺りの解明について

は他日を期したい。

1)'The Functions of the Executive.'p. 148. 

2) この評価については副田満輝「パーソネル ・

アドミニストレーションについて」 経済学研究．
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23巻 3,4号 1959年。

3) Tead, 0. & Metcalf, H. : Personnel A-

dministration.—Its Principles and Practice. 

1920. (n)は各テーマの篇別順序を示す。なお，

総論部分は （1)序説 (2)人事部門（ 8)管理

の調整となっている。

4)'Organization and Management. p. 120. 

5) ibid, p. 113. これは， Fnuctions of the 

Executive. p. 227.からの引用である。

6) March, J. & Simon, H. : Organizations, 

1957. chap. 3. chap. 4:とくに pp.89~90. 

かれらは，消費者（＝顧客）を従業員（経営者

を含む），投資家， 原料供給者， 製品配給者とな

らべて企業組織への主要な参加者とみなしている

が，その論拠（これは，サイモンの前著 Admin-

istrative Behavior. 1945. 松田， 高柳，二村訳

「経営行勁」ダイアモンド社に展開されている。）

はバーナードと異なる。この点にかんしては，前

掲拙稿において若干論及した。

7) Functions of the Executive. pp. 227~8. 

8) ibid, p. 229.この個所につぎのような注記が

ある。 「産業組織にかんするかぎり， 貢献者のう
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が，顧客もひとしく含めて考えていることをくり

かえしておかねばならない。ここで包括的に論じ

た原理は，人の艇い入れだけでなく， 販売活動

salesmanshipにも関連があるのである。」

9) サイモンは， その著 Modelsof Man -

social and rational 1957.所収の論文AFormal 

Theory of the Employment Relationにおい

て，雇用関係を販売契約（＝財貨交換）関係から

区別する問題をとりあげている。かれは， 雇用関

係を雇主の側からみた選択の繰廷ー一流動的資源

が金銭でなく従業員の時間であるばあいの‘流勅

性選好’の一種とみなすことによって，「伝統的企

業理論が提供してきたものよりもはるかに現実的

にみえる」モデルを構築しえた，と称している。

サイモンによれば， 典型的な顧用関係は， 「W

（ワーカー，従業員を指す）が B （ポス， 面主の

こと）の権限をうけいれることに同意し， Bが所

定の貨金を W に支払うことに同意している」(p.

184)ときに成立する。このモデルにおいては， B

はWのすべての可能を行勁パターンの集合 X0) 

なかから，ある特定の生産速度，精度などのもと

で遂行される課業の集合 X を選択し， W は Bの
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サイモンの定式化は，屑用関係の歴史的本質を

あえて無視した，‘高度に抽象的で過度に単純な'

ものであり， サイモン自身の評価によれば， 「組
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